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上場維持基準の適合に向けた計画書の提出及び改善期間入りについて 

 

当社は、2023年２月28日時点において、東証グロース市場における上場維持基準を満たさない状況と

なりましたことから、下記のとおり「上場維持基準の適合に向けた計画書」を作成しましたので、お知

らせいたします。 

また、流通株式時価総額については、経過措置として緩和された基準に不適合な状態となったため、

株式会社東京証券取引所が定める規則に基づくと改善期間（2023年３月１日から2024年２月29日まで）

に該当し、2024年２月29日までに緩和された基準（2.5億円）を上回らなかった場合には、当社は上場廃

止基準に該当し上場廃止となります。 

記 

 

１．当社の上場維持基準の適合状況及び計画期間について 

当社の2023年２月28日時点における東証グロース市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとお

りとなっており、株主数、流通株式数については適合しておりますが、流通株式比率、流通株式時価

総額については適合しておりません。 

なお、流通株式時価総額については、経過措置基準に抵触しております。 

 
株主数 

(人) 

流通株式数 

(単位) 

流通株式時価総額 

(億円) 

流通株式比率 

(％) 

当社の状況 

（基準日時点） 
565 人 4,488 単位 1.9 億円 20.6% 

上場維持基準 150 人以上 1,000 単位以上 ５億円以上 25%以上 

計画書に記載の事項   ○ ○ 
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計画期間   2026 年２月末 2026 年２月末 

経過措置基準 150 人以上 500 単位以上 2.5 億円以上 ５%以上 

計画書に記載の事項   ○  

計画期間   2024 年２月末  

※当社の適合状況は、株式会社東京証券取引所が把握している当社の株券等の分布状況表（2023年２月

28日時点）に基づいて記載しております。 

 

２．上場維持基準の適合に向けた取組の基本方針について 

基本方針 

当社は、東証グロース市場における上場維持基準及び経過措置基準の適合に向け、「流通株式比

率の向上」、「流通株式時価総額の向上」を基本方針といたします。「流通株式時価総額」の構成要

素は、「流通株式数」と「株価（企業価値）」であることから、その対策として「企業価値の向上」

と「流通株式数（流通株式比率）の改善」を軸に上場維持基準及び経過措置基準に適合するよう目

指してまいります。 

なお、経過措置について、2025年３月１日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日か

ら本来の上場維持基準を適用する旨が株式会社東京証券取引所より示されたことを踏まえ、当該基

準日までに上場維持基準に適合するため、計画期間を2026年２月末としております。 

 

３．上場維持基準の適合にしていない項目ごとの課題と取組内容 

（1）課題 

 ①株価（企業価値） 

当社は、2021年９月２日公表の「当社の一部業務に係る行政処分について」に記載のとおり、消

費者庁から当社の訪問販売に関する一部業務の停止命令処分（2021年８月31日から2022年５月30日

まで）を受けました。また、新型コロナウイルスによる需要減退の影響も受けて、業績改善に時間

を要しており、その結果、市場株価についても、新型コロナウイルス発生前である2020年初頭の

1,100円程度と比較しますと、約半値の状態が1年以上継続しております。 

 

 ②流通株式数 

当社は、2023年２月28日時点で、流通株式数が4,488単位、流通株式比率が20.6％となっており、

流通株式数が低いことも流通株式時価総額が低い要因となっていると考えております。 

 

（2）取組内容 

当社は、下記の取組みにより東証グロース市場における上場維持基準の適合を目指して参ります。 

 ①企業価値の向上 

当社は遵法経営が企業価値向上に繋がるとの考え方に基づき、2022年３月17日公表の「再発防止

策の実施状況に関するお知らせ」のとおり、コンプライアンスの強化に取り組み、事業モデルの再
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考を視野に入れた改革に取り組んでおり、2022年10月３日公表の「株式の取得（子会社化）及び特

定子会社の異動に関するお知らせ」のとおり、外部から駆けつけサービス事業を取得することによ

り当社の強みである水まわりの修理サービス事業を拡充しております。 

また、2022年７月19日及び2023年４月14日公表の「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知

らせ」のとおり、当社の広告メディア事業子会社、フィットネス事業子会社を外部に売却すること

により、選択と集中による経営強化及び財務体質改善にも取り組んでおります。今後とも、コンプ

ライアンスの強化、事業モデルの再考を視野に入れた改革に基づき、従来の水まわりサービス事業

の直接営業スタイル（ＢtoＣサービス）から、水まわりサービス支援事業の加盟店事業スタイルに

変更し集客業務・コールセンター業務等に注力し、安定的な収益基盤の構築に努めてまいります。

また、詳細につきましては、本日開示の「事業計画及び成長可能性に関する事項３.成長戦略」を

ご参照願います。 

 

 ②流通株式数の向上 

  ・経過措置基準適合に向けた流通株式数の向上 

2023年２月28日時点での流通株式時価総額の算定に使用された算定平均株価434.49円（小数点以

下、端数切り下げ）で除した場合の理論上必要な流通株式数は575,387株（小数点以下、四捨五入）

であり、同時点の流通株式数が4,488単位であることから、1,265単位不足している状況であります。 

2023年４月14日公表の「主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとお

り、当社代表取締役社長である大垣内 剛氏が当社株式を5,622単位、また、主要株主である綿引 

一氏が当社株式を3,979単位保有しております。 

両社が保有する株式の内、一部を市場に売却するよう要請を行う予定であり、大垣内 剛氏とは

協議を開始しております。 

なお、綿引 一氏に関しては、2023年２月28日公表の「第三者割当による新株式発行の払込完了

に関するお知らせ」のとおり、第三者割当により割当てた株式が含まれ、その保有方針は「中長期

な視点で保有しますが、株式価値の向上によって将来的には売却する方針」とされておりますが、

計画期間である2024年２月末までの経過措置基準適合に向け、今後協議を行ってまいります。 

 

  ・上場維持基準に向けた流通株式数の向上 

2022年２月28日公表の「第三者割当による新株式及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

の払込完了に関するお知らせ」のとおり、潜在株式数が3,550単位あり、2024年２月末が普通株式

への転換期限となっておりますので、当該社債保有者に対して当社普通株式への転換要請を行って

まいります。また、普通株式への転換後に中長期で保有する方針であることから、主要株主となる

見込みです。その為、上場維持基準適合に向けて計画期間内に、保有株式の一部売却ならびに当社

との関係強化方法について社債保有者と協議を行ってまいります。 

 

以上 


